
 

 

 

 

 

 

 

第３回（平成２１年度第１回） 
 

大阪府後期高齢者医療懇談会《資料》 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＊＊＊  目  次  ＊＊＊ 

 

 

（１）平成２０年度における制度施行状況 

   ○ 被保険者数の推移                  ・・・ １ 

    ○ 被保険者証の交付の推移               ・・・ ２ 

    ○ 健康診査受診状況                  ・・・ ３ 

    ○ 医療給付費の推移                  ・・・ ４ 

    ○ 平成２０年度保険料収納率等調査集計表        ・・・ ５ 

    ○ 〔参考〕都道府県別収納率（平成２０年度速報値）   ・・・ ６ 

    ○ 制度周知等の広報の取組み              ・・・ ７ 

    ○ 平成２０年度一般会計・特別会計の決算見込み     ・・・ ８ 

 

（２）平成２１年度における制度改正及び取組み 

    ○ 平成２１年度における保険料軽減措置         ・・・１１ 

    ○ 〔参考〕都道府県別における保険料について      ・・・１２ 

   ○ 後期高齢者医療短期被保険者証の取扱い        ・・・１４ 

   ○ 後期高齢者医療資格証明書の取扱い          ・・・１５ 

   ○ 高額医療・高額介護合算療養費制度の概要       ・・・１６ 

    ○ 全国後期高齢者医療広域連合協議会の設立       ・・・１８ 

    ○ 高齢者医療制度の見直しに関する事項         ・・・２２ 

 

（３）今後の取組み 

    ○ 平成２２・２３年度新保険料率の算定スケジュール(案) ・・・２７ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）平成２０年度における制度施行状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



被保険者数の推移

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月
65～69歳 12,501 12,365 12,253 12,093 11,982 12,106 12,081 11,962 11,870 11,630 11,443 11,311 11,361 11,306 11,265
70～74歳 15,539 15,311 15,203 15,006 14,900 15,261 15,205 15,123 15,035 15,022 14,990 14,888 14,914 14,826 14,814
75～79歳 325,298 325,811 326,380 326,873 327,595 328,569 329,406 330,544 331,522 333,082 334,272 335,484 336,559 337,402 338,015
80～84歳 202,317 203,182 203,837 205,116 206,258 207,339 208,282 209,206 210,054 211,795 213,066 214,727 215,753 216,625 217,471
85～89歳 106,081 106,297 106,579 107,017 107,533 108,254 109,027 109,682 110,155 111,373 112,433 113,440 113,577 113,696 113,837
90～94歳 46,645 46,621 46,584 46,494 46,505 46,480 46,457 46,447 46,427 46,633 46,800 47,197 47,152 47,144 47,108
95～99歳 13,464 13,491 13,525 13,576 13,649 13,761 13,866 13,935 13,904 14,080 14,257 14,498 14,549 14,545 14,573
100歳～ 1,857 1,861 1,870 1,866 1,869 1,883 1,903 1,935 1,953 1,991 2,011 2,095 2,088 2,060 2,073

723,702 724,939 726,231 728,041 730,291 733,653 736,227 738,834 740,920 745,606 749,272 753,640 755,953 757,604 759,156

◎全被保険者数の推移

◎65歳～74歳被保険者数の推移
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年
齢
区
分

計

平成20年度

720,000
730,000
740,000
750,000
760,000
770,000

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

平成20年度 平成21年度

26,000
26,500
27,000
27,500
28,000
28,500

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

平成20年度 平成21年度

1



被保険者証の交付の推移

交付時期
平成20年 平成21年 （平成21年度）

３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月

交
付
数

一斉送付 726,088 758,482

次月
年齢到達

8,299 4,872 4,444 5,333 4,986 6,016 5,989 6,437 6,016 9,155 7,357 8,245 5,460 5,238 4,673 5,392

自己負担
割合変更

45,775

現役所得
割合変更

665

合 計 734,387 4,872 4,444 51,108 4,986 6,016 5,989 6,437 6,016 9,820 7,357 8,245 5,460 5,238 4,673 763,874

対象者 一斉送付
４月到達

５月到達 ６月到達
７月到達
負担変更

８月到達 ９月到達 10月到達 11月到達 12月到達
１月到達
所得変更

２月到達 ３月到達 ４月到達 ５月到達 ６月到達
一斉送付
７月到達

【「次月年齢到達」における交付数状況】
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No. 市町村名 被保険者数 個別健診 集団健診 合 計 受診率

1 大阪市 242,663 28,035 1,237 29,272 12.06%

2 堺市 71,292 12,418 12,418 17.42%

3 岸和田市 18,370 2,832 2,832 15.42%

4 豊中市 32,982 5,643 104 5,747 17.42%

5 池田市 9,670 5,120 0 5,120 52.95%

6 吹田市 27,767 8,776 8,776 31.61%

7 泉大津市 6,227 1,298 1,298 20.84%

8 高槻市 31,257 6,491 6,491 20.77%

9 貝塚市 7,913 1,416 1,416 17.89%

10 守口市 12,822 391 1,630 2,021 15.76%

11 枚方市 30,630 4,424 4,424 14.44%

12 茨木市 19,603 4,587 4,587 23.40%

13 八尾市 23,200 3,203 411 3,614 15.58%

14 泉佐野市 9,105 1,500 1,500 16.47%

15 富田林市 11,015 3,187 3,187 28.93%

16 寝屋川市 18,597 6,524 6,524 35.08%

17 河内長野市 11,234 2,687 2,687 23.92%

18 松原市 10,922 1,795 1,795 16.43%

19 大東市 8,943 2,120 2,120 23.71%

20 和泉市 12,921 2,914 2,914 22.55%

21 箕面市 10,426 2,625 2,625 25.18%

22 柏原市 6,277 1,607 1,607 25.60%

23 羽曳野市 10,915 2,526 2,526 23.14%

24 門真市 9,066 1,925 1,925 21.23%

25 摂津市 5,527 735 190 925 16.74%

26 高石市 5,669 1,187 1,187 20.94%

27 藤井寺市 6,084 1,416 1,416 23.27%

28 東大阪市 40,888 4,546 4,546 11.12%

29 泉南市 5,538 916 916 16.54%

30 四条畷市 3,807 877 877 23.04%

31 交野市 5,904 859 859 14.55%

32 大阪狭山市 4,791 917 917 19.14%

33 阪南市 5,030 753 753 14.97%

34 島本町 2,584 337 337 13.04%

35 豊能町 2,333 936 0 936 40.12%

36 能勢町 1,697 50 322 372 21.92%

37 忠岡町 1,718 311 311 18.10%

38 熊取町 3,396 489 489 14.40%

39 田尻町 789 118 118 14.96%

40 岬町 2,388 176 16 192 8.04%

41 太子町 1,285 237 237 18.44%

42 河南町 1,853 200 105 305 16.46%

43 千原赤阪村 847 190 190 22.43%

その他 13

755,945 129,294 4,015 133,322 17.64%

※被保険者数は平成２１年４月末日現在

延受診対象者数 … 802,342 16.62%

合 計

平成２０年度健康診査受診状況 （平成２１年５月末現在）
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医療給付費の推移(平成２０年４月～平成２１年２月診療分)

医科

歯科

調剤

食事・生活療養

訪問看護療養費

柔道整復術療養

その他 療養費（現
金）

52,739,351,271

 21,094,321

 54,690,575,551

54,068,681,124

56,307,731,065

 54,079,103,165

54,736,869,113

59,026,452,428

55,754,171,449

59,414,148,767

57,318,560,129

55,061,821,652

（千円）

 
（医療給付費の動向）

 ○ 平成２０年度の医療給付費総額（４月～２月診療分）は、６，１３２億１，８５６万円であった。
 ○ 保険料推計時の見込み額が、６，４７７億５，６０３万円であったことから、３４５億余り減少し、推計時の９４．６６８％にとどまった。
 ○ 保険料推計時における見込み額との乖離の主たる原因は、被保険者数が推計時の数より約１８，０００人余り減少したことによる。
 ○ 一人当たりの医療給付費（１１ヶ月分）⇒ 推計時： ８６１，６１３円、年度見込み額： ８３５，４３０円
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平成20年度保険料収納率等調査集計表 （平成21年5月末現在）

大阪市

堺市

岸和田市

豊中市

池田市

吹田市

泉大津市

高槻市

貝塚市

守口市

枚方市

茨木市

八尾市

泉佐野市

富田林市

寝屋川市

河内長野市

松原市

大東市

和泉市

箕面市

柏原市

羽曳野市

門真市

摂津市

高石市

藤井寺市

東大阪市

泉南市

四條畷市

交野市

大阪狭山市

阪南市

島本町

豊能町

能勢町

忠岡町

熊取町

田尻町

岬町

太子町

河南町

千早赤阪村

合計

 調   定   額  収   納   額  収 納 率 調 定 ・ 収納額    収    納    額   収 納 率

7,835,441,422 7,441,749,560 95.0% 9,170,672,509 16,612,422,069 97.7%

2,327,498,697 2,252,926,493 96.8% 3,194,181,750 5,447,108,243 98.6%

495,349,201 474,722,039 95.8% 779,885,778 1,254,607,817 98.4%

1,470,191,131 1,400,878,015 95.3% 1,688,901,766 3,089,779,781 97.8%

397,191,051 389,850,995 98.2% 571,453,693 961,304,688 99.2%

1,164,007,112 1,132,674,576 97.3% 1,462,135,100 2,594,809,676 98.8%

172,890,588 169,185,234 97.9% 255,852,147 425,037,381 99.1%

1,036,851,326 1,010,757,033 97.5% 1,815,001,639 2,825,758,672 99.1%

180,653,259 173,884,659 96.3% 331,805,317 505,689,976 98.7%

360,937,810 347,276,223 96.2% 517,338,621 864,614,844 98.4%

1,107,095,906 1,079,135,449 97.5% 1,640,304,076 2,719,439,525 99.0%

744,797,806 735,987,061 98.8% 1,100,187,777 1,836,174,838 99.5%

882,856,652 857,431,865 97.1% 979,818,339 1,837,250,204 98.6%

224,565,345 216,086,710 96.2% 364,301,094 580,387,804 98.6%

345,340,670 334,312,789 96.8% 532,680,943 866,993,732 98.7%

597,492,775 579,138,647 96.9% 876,233,938 1,455,372,585 98.8%

308,070,347 303,140,501 98.4% 635,274,482 938,414,983 99.5%

359,455,704 350,632,188 97.5% 423,624,271 774,256,459 98.9%

277,655,310 266,450,358 96.0% 356,484,926 622,935,284 98.2%

334,456,135 324,228,690 96.9% 523,054,635 847,283,325 98.8%

478,591,166 468,515,015 97.9% 621,455,979 1,089,970,994 99.1%

192,132,505 185,582,243 96.6% 259,547,579 445,129,822 98.5%

360,185,524 344,379,469 95.6% 500,854,583 845,234,052 98.2%

327,641,112 309,456,426 94.4% 326,906,593 636,363,019 97.2%

228,853,569 223,842,140 97.8% 253,209,321 477,051,461 99.0%

167,316,853 162,787,254 97.3% 297,184,115 459,971,369 99.0%

203,094,924 196,456,310 96.7% 314,906,647 511,362,957 98.7%

1,507,920,506 1,452,095,925 96.3% 1,566,251,995 3,018,347,920 98.2%

117,923,203 113,666,433 96.4% 236,519,041 350,185,474 98.8%

125,257,174 123,803,249 98.8% 154,363,667 278,166,916 99.5%

195,059,296 187,877,114 96.3% 314,338,692 502,215,806 98.6%

193,711,694 184,915,798 95.5% 270,264,132 455,179,930 98.1%

101,471,335 99,871,198 98.4% 236,278,702 336,149,900 99.5%

81,372,432 78,403,867 96.4% 154,604,404 233,008,271 98.7%

49,417,754 48,336,798 97.8% 135,081,930 183,418,728 99.4%

24,074,833 23,489,341 97.6% 64,099,257 87,588,598 99.3%

50,877,402 49,854,563 98.0% 70,536,728 120,391,291 99.2%

83,511,938 82,042,535 98.2% 160,347,739 242,390,274 99.4%

19,901,118 19,408,854 97.5% 32,807,989 52,216,843 99.1%

43,244,296 41,192,920 95.3% 115,293,286 156,486,206 98.7%

37,056,666 35,991,290 97.1% 56,495,100 92,486,390 98.9%

47,110,970 46,362,554 98.4% 74,161,981 120,524,535 99.4%

15,230,781 15,066,075 98.9% 31,023,064 46,089,139 99.6%

25,273,755,298 24,333,846,456 96.3% 33,465,725,325 57,799,571,781 98.4%

特 別 徴 収 合 計普 通 徴 収
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北海道 97.06% 98.89% 滋賀県 98.21% 99.41%

青森県 96.43% 98.83% 京都府 97.38% 98.94%

岩手県 97.43% 99.20% 大阪府 96.28% 98.39%

宮城県 96.05% 98.63% 兵庫県 96.91% 98.86%

秋田県 97.13% 99.16% 奈良県 97.20% 98.96%

山形県 97.75% 99.36% 和歌山県 96.39% 98.71%

福島県 96.36% 98.87% 鳥取県 97.67% 99.28%

茨城県 96.74% 98.87% 島根県 98.76% 99.62%

栃木県 96.74% 98.83% 岡山県 97.28% 99.01%

群馬県 97.68% 99.18% 広島県 97.68% 99.17%

埼玉県 97.39% 98.62% 山口県 96.76% 98.98%

千葉県 96.61% 98.73% 徳島県 96.36% 98.71%

東京都 96.24% 97.84% 香川県 98.03% 99.29%

神奈川県 97.69% 98.76% 愛媛県 97.40% 99.08%

新潟県 97.98% 99.35% 高知県 96.94% 98.87%

富山県 97.15% 99.07% 福岡県 96.32% 98.60%

石川県 98.10% 99.28% 佐賀県 97.25% 99.06%

福井県 96.79% 98.89% 長崎県 97.34% 99.17%

山梨県 96.16% 98.61% 熊本県 96.52% 98.80%

長野県 97.91% 99.31% 大分県 97.07% 98.97%

岐阜県 97.70% 99.19% 宮崎県 96.30% 98.76%

静岡県 96.56% 98.71% 鹿児島県 97.29% 99.02%

愛知県 97.88% 99.11% 沖縄県 92.80% 96.27%

三重県 96.47% 98.91% 全国平均 96.95% 98.75%

普通徴収+特別徴収広域連合 普通徴収のみ 普通徴収+特別徴収 広域連合 普通徴収のみ

長寿医療制度の保険料の都道府県別収納率（平成２０年度速報値）

※ 各市町村における出納閉鎖時点の調定額に占める収納額の割合を各広域連合において集計したもの。

6



制度周知等の広報の取り組みについて

種 別 名 称 発行時期 作成部数 配布先 備 考

リーフレット（Ｂ６版）

長寿医療制度（後期高齢
者医療制度）のしおり

平成21年３月上旬 105,000部 各市町村

リーフレット（Ａ４版） 平成21年３月下旬 40,000部 各市町村

リーフレット（Ｂ６版） 平成21年６月中旬 900,000部
被保険者
各市町村

○被保険者証一斉更新時に同封
（ジェネリック医薬品希望カード）

☆

リーフレット（Ａ４版） 平成21年６月下旬 100,000部 各市町村 ☆

リーフレット（Ａ４版）
外国語〔英・中・韓〕

平成21年８月中旬 4,500部 各市町村 ○英/中/韓 各1,500部

リーフレット（Ａ４版）
点字

平成21年８月下旬 600部 各市町村

パンフレット（Ａ４版）
健康増進啓発『高齢者の
健康ガイド』

平成21年３月下旬 150,000部 各市町村 ☆

ポスター （Ａ２版）

ジェネリック医薬品推奨
ポスター

平成21年３月下旬 12,000枚
保険薬局
各市町村

被保険者証更新周知ポス
ター

平成21年６月下旬 25,000枚
保険医療機関

各市町村

市町村広報誌への掲載 広域連合からのお知らせ

平成21年２月
各市町村内
個別配布

○保険料の特別徴収と口座振替の
選択制

平成21年７月
各市町村内
個別配布

○被保険者証更新、ジェネリック医薬
品希望カード、保険料軽減措置

平成21年８月
各市町村内
個別配布

○高額医療・高額介護合算療養費
制度

平成21年９月(予定)
各市町村内
個別配布

○高額療養費特別支給金

広域連合機関紙
（Ａ２版二つ折り）

おおさか広域連合だより 平成21年９月(予定) 約 330万部
府内各世帯
個別配布
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平成２０年度一般会計決算見込 

単位：千円 

【歳入】           ４７４，５０４千円 

 

  市町村負担金       １８２，０７９ 

 

  前年度繰越金       ２４５，８９８ 

 

  諸収入（預金利子等）       ９５８ 

 

  財産運用収入        １７，６１６ 

 

  繰入金 

   特別会計繰入金      １７，８２５ 

   基金繰入金        １０，１２８ 

 

 

 

【歳出】           ４３６，２２７千円 

 

  議会費            １，３７１ 

 

  総務費          １９５，７７２ 

 

  諸支出金          １７，６１６ 

 

  民生費          ２２１，４６８ 

 

 

 

【歳入―歳出】         ３８，２７７千円 

  内訳 

  〔事務費繰越予定額〕    ３８，２７７ 
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平成２０年度特別会計決算見込 

単位：百万円 

【歳入】          ６３８，２９９百万円 

 

  市町村支出金      １１９，４７８ 

  国庫支出金       １９６，７０３ 

府支出金         ４９，７０１ 

 

支払基金交付金     ２７０，７２２ 

 

基金繰入金         １，１１５ 

その他・運用益等        ５８０ 

 

 

【歳出】          ６２３，５９５百万円 

 

  総務管理費         １，６７６ 

 

  療養給付費       ６１３，２１９ 

 

  葬祭費           １，８２６ 

  審査支払手数料       １，８５１ 

 

  健康診査費           ７２８ 

 

  臨時特例基金積立金     ３，５９１ 

  その他・財政安定化基金     ７０４ 

 

 

【歳入―歳出】        １４，７０４百万円 

  内訳 

〔概算払返還予定額〕   １０，１７４ 

〔給付費準備予定額〕    ３，８１０ 

〔事務費繰越予定額〕      ７２０ 
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（２）平成２１年度における制度改正及び取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



〕

平成２１年度においては、従来の保険料軽減措置（均等割額の７割、５割又は２割軽

減措置）に加え、以下の軽減措置を行います。

① 世帯内の「長寿医療制度の被保険者全員」と「世帯主」の総所得金額等が３３万円

以下の方

→ 本来は均等割額が７割軽減ですが、平成２１年度は８．５割軽減となります。

② ①の方のうち、世帯内の「長寿医療制度の被保険者全員」の各所得金額が０円とな

る方（ただし、公的年金等控除額は８０万円として計算）

→ 平成２１年度から均等割額が９割軽減となります。

③ 長寿医療制度に加入する直前は「会社などの健康保険の被扶養者」であった方

→ 平成２１年度は均等割額が９割軽減となります。

④ 年金収入が１５３万円以上２１１万円以下の方

→ 平成２０年度と同様に所得割額が５割軽減となります。

○夫婦世帯の例（妻の年金収入80万円以下の場合）

〕

〔

所
得
割
額

応
能
分

９割軽減
<恒久措置>

8．5割軽減
<平成２１年度のみ>

５割軽減
<恒久措置>

２割軽減
<恒久措置>

〔

被
保
険
者
均
等
割
額

応
益
分

（７割軽減）

夫の
年金収入80

万円
153
万円

168
万円

192.5
万円

211
万円

238
万円

 

５割軽減
<恒久措置>

長寿医療制度における保険料軽減措置について

約179,000人

年金収入でみた軽減イメージ

約104,000人
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均等割額
（円）

所得割率
（％）

平成20年度 平成21年度 基礎年金受給者
（年金収入79万円）

平均的な
厚生年金受給者
（年金収入201万円）

北海道 43,143 9.63 64,162 62,217 4,300 57,600
青森県 40,514 7.41 41,678 39,975 4,000 50,100
岩手県 35,800 6.62 39,298 38,270 3,500 44,500

宮城県 38,760 7.14 53,285 52,308 3,876 48,100
秋田県 38,426 7.12 38,151 37,108 3,800 47,800
山形県 37,300 6.85 39,372 38,782 3,700 46,200
福島県 40,000 7.45 46,210 45,083 4,000 49,800
茨城県 37,462 7.60 50,384 49,660 3,700 48,200
栃木県 37,800 7.14 50,011 48,939 3,700 47,300
群馬県 39,600 7.36 52,863 51,786 3,900 49,300
埼玉県 42,530 7.96 75,714 74,230 4,250 53,100
千葉県 37,400 7.12 65,390 64,279 3,700 47,000
東京都 37,800 6.56 87,318 84,274 3,700 45,900

神奈川県 39,860 7.45 88,221 85,890 3,980 49,700
新潟県 35,300 7.15 43,789 43,137 3,500 45,400
富山県 40,800 7.50 56,025 54,959 4,000 50,600
石川県 45,240 8.26 60,874 59,481 4,524 56,000
福井県 43,700 7.90 55,304 54,386 4,300 53,900
山梨県 38,710 7.28 47,936 46,325 3,870 48,400
長野県 35,787 6.53 46,970 45,770 3,500 44,300
岐阜県 39,310 7.39 56,042 54,576 3,900 49,100
静岡県 36,000 6.84 60,241 59,100 3,600 45,200
愛知県 40,175 7.43 76,032 73,998 4,017 49,900
三重県 36,758 6.79 50,122 49,321 3,675 45,700
滋賀県 38,175 6.85 55,186 54,369 3,817 46,900

広域連合

均一保険料率 被保険者一人当たりの平均保険料額（円） 収入別の保険料額の例

各都道府県における長寿医療制度の保険料について（１）

1
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均等割額
（円）

所得割率
（％）

平成20年度 平成21年度 基礎年金受給者
（年金収入79万円）

平均的な
厚生年金受給者
（年金収入201万円）

京都府 45,110 8.29 72,558 70,665 4,511 55,900
大阪府 47,415 8.68 79,284 76,833 4,741 58,700
兵庫県 43,924 8.07 71,978 70,041 4,392 54,500
奈良県 39,900 7.50 63,664 62,202 3,900 49,900

和歌山県 43,375 7.92 52,030 50,196 4,300 53,700
鳥取県 41,592 7.75 49,339 48,097 4,100 51,800
島根県 39,670 7.35 43,875 43,067 3,960 49,300
岡山県 43,500 7.89 57,848 56,621 4,350 53,700
広島県 40,467 7.14 61,834 60,310 4,046 49,500

山口県 47,272 8.71 66,718 64,779 4,727 58,700
徳島県 40,774 7.43 45,994 44,913 4,000 50,400
香川県 47,700 8.98 65,243 63,540 4,700 59,700
愛媛県 41,659 7.85 51,554 49,801 4,160 52,100
高知県 48,569 8.88 52,826 52,331 4,856 60,100
福岡県 50,935 9.24 73,935 71,851 5,093 62,900
佐賀県 47,400 8.80 54,612 53,795 4,700 59,000
長崎県 42,400 7.80 50,824 49,334 4,200 52,600
熊本県 46,700 8.62 51,561 50,443 4,600 58,000

大分県 47,100 8.78 53,779 52,710 4,700 58,700
宮崎県 42,800 7.95 45,486 43,965 4,200 53,300

鹿児島県 45,900 8.63 45,718 44,215 4,500 57,400
沖縄県 48,440 8.80 52,537 52,772 4,844 59,800

全 国 41,500 7.65 約65,000 約62,000 4,150 51,600

広域連合

均一保険料率 被保険者一人当たりの平均保険料額（円） 収入別の保険料額の例

各都道府県における長寿医療制度の保険料について（２）

（注）
○ 各広域連合における平均保険料額は、平成２１年度の決定保険料額の合計額を被保険者数で除すことにより算出。
○ 全国の平均保険料額は、平成２１年度の各広域連合における決定保険料額の合計額を全国の被保険者数の合計額で除すことにより
算出。
○ 単身世帯の基礎年金受給者の保険料額は、被保険者均等割額が９割軽減となる。（所得割額の賦課はない）
○ 平均的な厚生年金受給者の保険料額は、均等割額が２割軽減となり、所得割額が５割軽減となる。

1
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後期高齢者医療短期被保険者証の取扱いについて 

 

● 趣旨 

  後期高齢者医療制度の健全な運営に資するため、保険料滞納者に対して、通例定める期

日（通常 1 年）より前の期日（6 ヶ月）を定めた「短期証」の交付を行い、面談等の機会を増やす

ことにより、納付相談・指導を通じて後期高齢者医療制度の理解を求めることにより、滞納保険

料の収入を確保し、被保険者間の負担の公平を図ることを目的としている。 

 

 

● 交付要件 

「短期証」要件 

  平成 20 年度賦課分についての納付保険料額が平成 20 年度賦課保険料額の１／２ 

 以下の者（平成 20 年度加入月数が 6 ヶ月以下の者を除く。） 

 ただし、納付相談により納付を誓約し履行中であるなど、明らかに近い将来、滞納額全て 

 の解消が見込める者を除く。 

 

 「短期証」交付時期    

   年 2 回 8 月、2 月 

        

   

● 取扱い 

  広域連合より平成 21 年 6 月 15 日に短期証 5,700 枚を市区町村に交付している。 

  市区町村においては、面談等納付相談の機会を増やし、「短期証」の交付要件から外れる

よう努める。 

それでも交付要件に該当する対象者については、市区町村より被保険者に 7 月中に手元

に届くよう交付する。 

平成 21 年 7 月 31 日現在、被保険者 4,666 人に短期被保険者証を交付した。 

短期証の交付後も収納対策に努め、保険料の納付等があり、「短期証」の抽出条件から外

れた場合は、「通常証」に切り替える。 
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後期高齢者医療資格証明書の取扱いについて 

 

● 趣旨 

  保険料を納付することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料 

 を滞納している被保険者について、より一層納付相談等の機会を確保し、適切な収納に結 

びつける観点から、保険料を「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則」に定める期間 

（1 年間）を経過して納付しない被保険者に対し、「高齢者の医療の確保に関する法律」の規 

定により被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の交付を行う。 

 

● 交付要件 

「資格証明書」要件（案） 

  「短期証」の交付をうけている者で、納期限から 1 年間経過するまでの間に当該保険料 

  を納付していない者。 

   ただし、抽出した者について「資格証明書」の交付を行う者の絞り込みを行う。 

（適用除外者） 

○ 高齢者の医療の確保に関する法律等に規定する、「原子爆弾被爆者に対する援護に

関する法律」による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関す

る給付を受けることができる者及び同法律等に規定する災害その他特別の事情に該

当すると認められる者 

○ 当該保険料について納付相談により、納付を誓約し履行中であるなど、一定の滞納額

解消の努力が認められる者 

○ 保険料の算定において政令軽減の適用を受けている者 

○ 被扶養者であった被保険者にかかる政令軽減の適用を受けている者 

○ 保険料の徴収猶予、又は減免の適用を受けている者 

 しかし、「資格証明書」の運用については、機械的に行われることにより、高齢者が必要な

医療を受ける機会が損なわれないよう取り扱うものとする。 

 

「資格証明書」交付時期 

年１回 2 月   

 

● 取扱い 

   被保険者証の返還命令は、行政手続法上の不利益処分に該当することから、広域連合は、

「資格証明書」交付要件に該当する対象者に、「証返還予告通知書」、「弁明の機会付与通知

書」を、送達する。 

  「弁明書」を受理した広域連合はその内容を審査し、証返還処分の適否について判断を行

い、対象者を決定する。    

15 





市 町 村 広 報 参 考 文 例

（平成 21 年 8 月発行予定分） 

 

【長寿医療制度（後期高齢者医療制度）に関するお知らせ】 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
・年額の期間は毎年８月から翌年７月末までの１年間となります。  

 

・（ ）内は平成２０年度における経過措置として、平成２０年４月から平成２１年７月までの 

 １６ヶ月間の額になります。ただし、平成２０年８月以降に自己負担が集中している場合は通常 

 の自己負担限度額となります。 

 

課税 

状況 
負担区分 

負担 

割合 

自己負担限度額（年額） 

（医療保険＋介護保険） 

現役並み 

所得者 
3 割 ６７万円（８９万円） 課 

税 

世 

帯 一 般 ５６万円（７５万円） 

低所得Ⅱ ３１万円（４１万円） 
非 

課 

税 

世 

帯 
低所得Ⅰ 

1 割 

１９万円（２５万円） 

世帯で１年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担金の合計額が、高額医 

療・高額介護合算療養費制度の自己負担限度額（下表）を超えるときは、それぞれ

から払い戻されます。 

 

申請は８月から可能ですが、該当される方には大阪府後期高齢者医療広域連合か

 ら１２月頃に勧奨通知を送付する予定です。 

勧奨通知が届きましたら、手続方法が記載されていますので、それに従って、○

○課に申請してください。 

高高額額医医療療・・高高額額介介護護合合算算療療養養費費制制度度ががははじじままりりまますす 

高額医療・高額介護合算療養費制度における自己負担限度額 
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全国後期高齢者医療広域連合協議会設置に関する設立経緯 
日付 会議名 内容 

 

平成 21 年 2 月 12 日（木）

 

 

 
全国後期高齢者医療広域

連合事務局長意見交換会

（厚労省主催） 

 
・全国組織の設置について、複数の広域連合から

提案があったことから、議題となる。 
→全国組織設置について検討することとなる。 
【理由】①広域連合の主張を表明する場がない。

     ②国に対する意見を調整する機能が、 
 必要ではないか。 

 
 

平成 21 年 3 月 9 日（月）

 
第１回準備委員会 

 
【全国組織設置の是非について】 
３月１９日までに各ブロック準備委員会委員が

「全国広域連合組織設置に係る意向調査」を行う。

―調査結果― 
①設置することに賛成   → １３広域連合 
②多くの広域連合の賛同により、設置された 
 場合には加入。      → １６広域連合 
③現時点で判断できないが、準備委員会の結論を

待って判断。       → １８広域連合 
④設置の必要性は低く、設置されても加入しない。

          →   な し 
 

 

平成 21 年 3 月 25 日（水）

 
第２回準備委員会 

 
・準備委員会とりまとめ 
【全国広域連合組織の設置の目的・趣旨】 
４月１５日までにブロック毎に幹事を選出し、

４月末までに幹事会を開催する。 
 

 

平成 21 年 4 月 27 日（月）

 
第１回幹事会 

 
・全国組織の正副会長候補、役員の任期・選出  

方法等について協議 
 

 

平成 21 年 5 月 12 日（火）

  
全広域連合の協議会加入確認 
 

 

平成 21 年 5 月 22 日（金）

 
第２回幹事会 

 
①役員候補の最終確認 
②規約（案）・予算（案）・事業計画（案）等 
最終確認 

③６月３日広域連合長会議の役割分担等の 
最終確認 

④今後のスケジュールの最終確認 
 

 
平成 21 年 6 月 3 日（水）

 

 
全国後期高齢者医療広域

連合協議会広域連合長会

議 
 

 
・会長及び役員の選任 
・平成 21 年度事業計画 
・平成 21 年度予算    など 
 

 



全国後期高齢者医療広域連合協議会組織図(案）

北海道・東北

事務局

（会長の属する広域連合）

幹事会

地域ブロック協議会

副会長

会長

監事

事務局長会議

広域連合長会議

関東・信越 東海・北陸 近 畿 中国・四国 九 州

地域ブロック協議会 地域ブロック協議会 地域ブロック協議会 地域ブロック協議会 地域ブロック協議会 地域ブロック協議会
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全国後期高齢者医療広域連合協議会役員名簿 

 

役職名 氏 名 
地域ブロック名 

（広域連合名） 

会長 
横尾
よこお

 俊彦
としひこ

 

（多久市長） 

九州ブロック 

（佐賀県広域連合） 

多田
た だ

 正
まさ

見
み

 

（江戸川区長） 

関東・信越ブロック 

（東京都広域連合） 

東 村
ひがしむら

 新一
しんいち

 

（福井市長） 

近畿ブロック 

（福井県広域連合） 
副会長 

伊藤
いとう

 吉和
よしかず

 

（府中市長） 

中国・四国ブロック 

（広島県広域連合） 

穂積
ほづみ

  志
もとむ

 

（秋田市長） 

北海道・東北ブロック 

（秋田県広域連合） 

監 事 

佐原
さはら

 光一
こういち

 

（豊橋市長） 

東海・北陸ブロック 

（愛知県広域連合） 
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平成２１年度 

全国後期高齢者医療広域連合協議会事業計画 
 
 新たな協議会を設立し、全国の広域連合がネットワークを構築し、連携を図る。

広域連合相互の情報を交換・共有して、各々の広域連合の円滑な運営と制度改善に

資するため、次の事業を行う。 
 
  

１．広域連合の意見集約 

 全国各地で課題となっている事項等について、各広域連合の意見を集約する。 
 

２．広域連合としての意見表明 

（１）広域連合で集約した意見により、必要な制度改善を国等へ提案する。 
 （２）審議会や検討会等に参画し、制度の内容や運営に関する意見を表明する。 
 

３．広域連合間の意見交換 

 様々な課題について相互に意見を交換し、解決する意欲と創意工夫を日々に新た

に弛まず行うため、ネットワークにより相互に高めあうよう努める。 
 

４．広域連合間の連絡調整 

上記を達成するために、次の諸会議を行う。 
（１）広域連合長会議【定例会１回、必要に応じ、臨時会１回開催】 

 （２）幹事会【必要に応じ、臨時会２回開催】 
 （３）事務局長会議【必要に応じ、臨時会１回開催】 
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（３）今後の取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



平成２２・２３年度の新保険料率の算定に係るスケジュール（案）

年 月 大阪府広域連合 国（厚生労働省）

21 ９ ○ 新保険料率の暫定試算を開始 ○ 新保険料率の算定に使用する暫定数値の

提示

【提示数値】

・医療給付費の伸び率の見込み

・被保険者数の伸び率の見込み

・後期高齢者負担率の見込値 等

10

11 ○ 新保険料率の暫定試算結果等を国に報告 ○ 広域連合から提示された数値を基に、改

【報告項目】 定前後の保険料額を比較

・新保険料率 （全国規模・広域連合単位）

・新保険料率を基に算出し

た賦課額の合計額

・被保険者数の見込数

・医療給付費の見込額 等

○ 広域連合議会の開催（決算）

○ 保険料負担金の推計等を市町

村に提示

12 ○ 新保険料率の試算 ○ 次期財政運営期間における後期高齢者負

担率を定める政令の制定

○ 被扶養者であった被保険者に対する平成

２２年度以降の減額措置の内容の決定

○ 診療報酬改定率の決定

○ 平成２２年度当初予算案閣議決定

○ 平成２２年度当初予算案を踏まえた新保

険料率の算定に使用する確定数値の提示

22 １ ☆ 第４回懇談会の開催
○ 新保険料率の試算結果を国へ

報告

○ 平成２２年度当初予算案編成

２ ○ 広域連合議会の開催（当初予算案の議決 ○ 全広域連合における新保険料率に係る条

・条例改正） 例改正後

・広域連合ごとの新保険料率

・保険料の一人当たり平均額

３ ○ 広報誌等において新保険料率に係る広報 ・モデル世帯での保険料負担額

を実施 等を公表

暫定試算
結果を基
にパブ

リックコ
メントを

実施

↓
↓
↓
↓
↓

年内中に
集約
↓

〔公表〕
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